
○　主文
一　本件控訴を棄却する。
二　控訴人が当審で追加的に変更した訴えのうち、「被控訴人加茂市は、学校法人
加茂暁星学園に対し、四年制大学建設事業に関し、加茂市の公金を寄付する旨の決
定（議決）をしてはならない。」との訴え及び「被控訴人加茂市長は、同市長がし
た学校法人加茂暁星学園への平成四年度分寄付金九七九〇万円を支出する旨の決定
を取り消す。」との訴えをいずれも却下し、「被控訴人加茂市長は、平成四年度分
寄付金九七九〇万円を支出する旨の決定後、学校法人加茂暁星学園に対し、加茂市
の公金の支出の承諾をしてはならない。」との請求を棄却する。
三　控訴人の学校法人加茂暁星学園に対する訴訟参加の申立てを却下する。
四　控訴費用は控訴人の負担とする。
○　事実
第一　当事者の求めた裁判
一　控訴人
（当審における参加の申立て）
学校法人加茂暁星学園に対する訴訟参加の申立てを許可する。
（本案の申立て）
１　原判決を取り消す。
２　原判決中、被控訴人加茂市に対する本訴請求をいずれも新潟地方裁判所に差し
戻す。
３　被控訴人加茂市長に対する本訴請求中、同市長が、平成四年三月二四日、学校
法人加茂暁星学園との間で締結した別紙物件目録記載一の（一）ないし（八）の土
地についての無償譲渡契約及び同年六月三〇日、同学園との間で締結した別紙物件
目録記載二の（一）及び（二）の土地についての無償譲渡契約をいずれも取り消す
旨を求める部分及び同市長が平成四年七月三〇日同学園の四年制大学建設事業に関
して行った建設事業費寄付金五八〇〇万円についての支出命令を取り消す旨を求め
る部分をいずれも新潟地方裁判所に差し戻す。
４　被控訴人加茂市収入役に対する本訴請求中、同収入役が平成四年七月三〇日、
学校法人加茂暁星学園の四年制大学建設事業に関して行った建設事業費寄付金五八
〇〇万円についての支出行為を取り消す旨を求める部分を新潟地方裁判所に差し戻
す。
５　被控訴人加茂市は、学校法人加茂暁星学園に対し、四年制大学建設事業に関
し、加茂市の公金を寄付する旨の決定（議決）をしてはならない。
６　被控訴人加茂市長がした学校法人加茂暁星学園への平成四年度分寄付金九七九
〇万円を支出する旨の決定を取り消す。
７　被控訴人加茂市長は、前項の決定後、学校法人加茂暁星学園に対し、加茂市の
公金の支出の承諾をしてはならない。
８　被控訴人加茂市収入役は、一審口頭弁論終結時以降、学校法人加茂暁星学園の
四年制大学建設事業に関し、同学園に向けて公金を支出してはならない。
９　訴訟費用は、第一、二審を通じ、いずれも被控訴人らの負担とする。
二　被控訴人ら
主文と同旨
第二　当事者の主張
当事者の主張は、原判決「第二　当事者の主張」（原判決四丁裏一〇行目から同一
四丁表八行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。
なお、控訴人は、控訴人が当審で陳述した別紙控訴状、準備書面（一）ないし
（三）、控訴状補正書及び準備書面（五）に記載されるとおり種々主張するが、そ
の趣旨は原審で主張した違法事由と同一であると解せられる。
第三　証拠（省略）
○　理由
一　当裁判所も、控訴人の当審における訴えの追加的変更部分を除いた本訴請求に
関し、
１　控訴人の被控訴人加茂市に対する本訴請求中、加茂市議会の既にした各議決を
取り消す旨の裁判を求める部分
２　被控訴人加茂市長に対する本訴請求中、同市長が学校法人加茂暁星学園との間
でした別紙物件目録各記載の土地についての各無償譲渡契約を取り消す旨の裁判を
求める部分
３　同市長が平成四年七月三〇日、同学園の四年制大学建設事業に関して行った建



設事業費寄付金五八〇〇万円についての支出命令を取り消す旨の裁判を求める部分
４　同市長は、同学園との間で、同学園の四年制大学建設事業に関し、被控訴人加
茂市が同学園に建設事業費寄付金を交付する旨の寄付金契約を締結してはならない
との訴えのうち、既に締結された平成四年度分九七九〇万円の寄付金契約の締結の
差止めの裁判を求める部分
５　被控訴人加茂市収入役に対する本訴請求中、同収入役が平成四年七月三〇日、
同学園の四年制大学建設事業に関して行った建設事業費寄付金五八〇〇万円につい
ての支出行為を取り消す旨の裁判を求める部分
の各訴えはいずれも却下すべきものであり、
６　同市長に対し、平成四年度分寄付金九七九〇万円を支出する旨の決定後、同学
園に対する加茂市の公金の支出を決定してはならない旨の裁判を求める部分
７　同収入役に対し、本件一審口頭弁論終結時以降、同学園の四年制大学建設事業
に関して同学園に対する公金の支出をしてはならない旨の裁判を求める部分
の各請求はいずれも棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決「理由」（原
判決一五丁表一行目から二八丁表三行目まで）説示のとおりであるからこれを引用
する。
二　次に、控訴人が当審で訴えを追加的に変更した部分について判断する。
１　控訴人が被控訴人加茂市に対し、学校法人加茂暁星学園の四年制大学建設事業
に関し、加茂市の公金を寄付する旨の決定（議決）をしてはならない旨の裁判を求
める訴えについては、これが地方自治法二四二条の二第一項一号に基づく住民訴訟
であり、控訴人は、被控訴人加茂市に対して、同法条に基づき加茂市議会の議決の
差止めを求めていることは明らかである。ところで、右法規に基づき、普通地方公
共団体の住民が許容される差止め請求訴訟は、同法二四二条所定の違法な財務会計
上の行為に関してのものであり、その差止め請求の対象となるのは、当該普通地方
公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員の違法
又は不当な同法所定の四種類の財務会計上の行為及び一定の怠る事実であるから、
議会の行為はその議決をも含め請求の対象とはならないものである。したがって、
控訴人のこの部分の訴えは、その余の点について判断するまでもなく不適法として
却下を免れない。
２　控訴人が被控訴人加茂市長を相手方として、同市長が学校法人加茂暁星学園に
対してした平成四年度分寄付金九七九〇万円を支出する旨の決定の取消しの裁判を
求める部分については、前記引用にかがる原判決理由説示のとおり（同一六丁裏一
行目から同五行目まで）、平成四年五月一日、同市長が右の旨の決定をしたことが
認められるところ、右訴えは、地方自治法二四二条の二第一項二号に基づく住民訴
訟であるが、同号で取消しの対象となる行為は、行政処分性を有する行為でなけれ
ばならない。そこで、同市長のした右決定が同号にいう行政処分に該当するかにつ
いてみるに、前記引用にかかる原判決理由説示（同一六丁表五行目から同一七丁表
八行目まで）のとおり、右決定は、私法上の贈与契約の申込みに対する承諾と同様
のものであり、行政処分性を有しないものであると解すべきである。したがって、
控訴人の右訴えは不適法なものとして却下を免れない。
３　控訴人が被控訴人加茂市長を相手方として、前記平成四年度分寄付金九七九〇
万円の支出決定後、同市長は、同学園に対し、加茂市の公金の支出の決定をしては
ならないとの裁判を求める部分については、前記引用にかかる原判決の理由「第二
　本案について」（同一七丁裏六行目から二八丁表三行目まで）に説示のとおり、
学校法人加茂暁星学園に対する加茂市の公の財産の支出に違法性は認められず、そ
の理由がないから棄却すべきものである。
三　なお、控訴人は、当審において、行政事件訴訟法二二条に基づき、学校法人加
茂暁星学園を本件訴訟に訴訟参加させるべき旨の裁判を求めているので、この点に
ついて判断するに、同法二二条は、地方自治法二四二条の二が規定する住民訴訟に
おいては、その第一項二号の取消訴訟、無効確認訴訟についてのみ準用されるが、
これにより、訴訟参加が認められる第三者とは、「訴訟の結果により権利を害され
る」第三者であると解されるところ、本件住民訴訟で地方自治法二四二条の二第一
項二号に基づき控訴人が求める裁判は、前記のとおり、被控訴人加茂市に対する市
議会決議の取消し、被控訴人加茂市長に対する学校法人加茂暁星学園への土地無償
譲渡契約の取消し、同市長が同学園に対してした寄付金の支出命令の取消し、同市
収入役に対する同寄付金の支出行為の取消しであるが、請求に対する判決の結果に
よって、同学園の権利が害されることはないといわねばならない。すなわち、前記
引用にかかる原判決理由説示のとおり、同市の同学園に対する寄付は、加茂市補助



金交付規則に基づき交付されるものであるが、同規則は、交付についての細則を定
めたものに過ぎず、また、土地無償譲渡契約も私法上の契約であって、これらはい
ずれも行政処分性を具備せず、したがって、これらの寄付及び無償譲渡は、同学園
に対して、経済的な利益をもたらすことはあるものの、それは経済的な利益に過ぎ
ず、かつ、事実上のものであって、本件訴訟の結果により、同学園が権利を害され
ることはないからである。右によれば、控訴人の前記参加の申立ては理由がないか
ら、これを却下することとする。
四　以上によれば、控訴人の本件訴えのうち、被控訴人加茂市に対する訴え、被控
訴人加茂市長に対する訴えのうち、同市長がした学校法人加茂暁星学園への土地の
各無償譲渡契約の取消し、同市長のした同学園への五八〇〇万円の寄付金の支出命
令の取消し及び同市長が同学園に対してした平成四年度分寄付金九七九〇万円を支
出する旨の決定の取消しを求める訴え並びに被控訴人加茂市収入役に対する訴えの
うち、同収入役が平成四年七月三〇日、同学園の大学建設事業に関して行った建設
事業費寄付金五八〇〇万円の支出行為の取消しを求める部分はいずれも不適法であ
るからこれを却下すべきであり、その余はいずれも理由がないから棄却すべきもの
であり、前記当審における訴えの追加的変更部分を除く部分について、これと同旨
の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、当
審における訴えの追加的変更部分のうち、被控訴人加茂市は、同学園に対し、大学
建設事業に関して加茂市の公金を寄付する旨の決定（議決）をしてはならないとの
部分及び同市長は、同市長がした同学園への平成四年度分寄付金九七九〇万円を支
出する旨の決定を取り消すとの部分の訴えをいずれも却下し、被控訴人加茂市長
は、平成四年度分寄付金九七九〇万円を支出する旨の決定後、同学園に対し、加茂
市の公金の支出の決定をしてはならないとの部分の請求を棄却し、控訴人の当審に
おける参加の申立ては却下することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八
九条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　岩佐善巳　稲田輝明　平林慶一）


